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袖ケ浦 市 交 流センタ ー の設置及び管理に関する条例の制定に伴う  

袖ケ浦 市 公 民館並び に 市民会館の設置及び管理等に関する条例の  

改正（ 案 ） について  

 

１  条 例改 正 の 目 的  

袖ケ浦 市 交流セ ン ター の 設置及び管 理に関する条例（以下「交流センタ

ー条例 」という ）の制 定 に伴い、公民館及び市民会館（以下「公民館」 と

いう） の施設管 理に関 す る部分を市長部局へ移管します。  

なお、 公 民館の 機 能は 維 持し、今後 も社会教育事業を推進してまいりま

す。  

 

２  施 行期 日  令和 ６年 ４月１ 日予定  

 

３  条 例改 正 の 概 要  

第１条 （趣旨）  

この条 例 の 趣旨につ い て規定するもので、公民館施設が地方自治法（昭

和２２ 年 法律第 ６ ７号 ） 第２４４条 の２第１項の規定に基づく交流セン

ターに 変 更とな り 、施 設 管理は交流 センター条例で規定するため、根拠

法令の 文 言の一 部を 削 除する予定です。  

第２条 （設置）  

公民館 を 設 置するこ と について規定する予定です。  

第２条 の２（分 館の設 置 ）  

平川公 民 館 の富岡分 館 を設置することについて規定する予定です。  

第３条 （管理）  

公民館 の 管 理者につ い て規定する予定です。  

第４条 （職員）  

公民館 に 職 員を置く こ とについて規定する予定です。  

第５条 （公民館 運営審 議 会）  

社会教 育 法 （昭和 ２４ 年 法律第２０ ７号）第２９条第 １項の規定によ

り、公 民 館運営 審議 会 を置くことについて規定する予定です。  
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第６条 （事業）  

社会教 育 法 第２２ 条の 規 定により、 事業を行うことに ついて規定する

もので 、 公民館 施 設が 地 方自治法第 ２４４条の２第１項の規定に基づく

交流セ ン ターに 変更 と なるため、文言の一部を削除する予定です。  

第７条 ～第１９ 条  

使用の 許 可 、使用 料、 使 用料の減免 等について交流セ ンター条例に規

定する た め削除 する 予 定です。  

第２０条 （ 委任）  

こ の条例 の 施 行に関し 必 要な事項は、規則で定めるこ とについて規定

する予定 で す。  

別表第１ ～ 別表第 ３  

使用料 の 詳 細につ いて 交 流センター 条例に規定するた め削除する予定

です。  

 


